
明治前期における蚕糸業の生産構造と流通機構

一一埼玉県榛沢郡新会村旧三村を中心に一一

高梨健司

はじめに

近世以来の蚕種生産地帯の経済構造に関する研究は，多くの蓄積がみとめ

られるが円この蚕種生産地帯は所謂蚕種の「本場」といわれた福島，長野，

群馬などに限られ，幕末開港後に急激に発展する新興蚕種生産地帯について

の研究は，極めて少ないといえよう。

本稿では，幕末開港後に新興蚕種生産地帯を形成し，明治6年に長野県に

次いで全国第2位の地位につく矯玉県，中でも児玉郡と共に二大主産地を構

成する榛沢郡下新会村旧 3村の中で，とくに新戒村を例に新興蚕種生産地帯

の生産構造と流通機構の特質を，主に蚕種「本場」福島県伊達郡伏黒村の蚕

種業と比較しつつ，明らかにしだい。新戒村は，当該新興蚕種生産地待の中

にあって，明治初年に 1万枚を超える蚕種製造を行う県内屈指の蚕種生産地

である。また高島村の正国家の事例をとり上げることで，具体性を高めるつ

もりである。さらに，蚕種輸出会社「有志会社」の結成と同横浜出張所の設

置により，直接外商に蚕種を売却する試み（一横浜売込商体制への対抗）を

追究する。当該地は，蚕種輸出の途絶後，蚕種「本場」とは異なり圏内市場

を基盤として全村規模で蚕種製造を継続することなく，蚕種主産地の解体が

進むことになる。この原因を単に囲内蚕種市場が有利でなくなったとする指

摘2）に終止することなく，蚕種業の生産構造と流通機構の特質の究明からこ

の原因の一端が明らかになるはずである。
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次いで，本稿では蚕種業凋落に伴って，村落経済の主軸として展開する蚕

糸業（特に養蚕・製糸業）の生産構造と流通機構の特質を明らかにする。こ

の特質の究明によって，新興蚕種生産地帯における主産地形成は，その後の

養蚕業・製糸業の生産構造と流通上さまざまに特徴づけることになる事が判

明する。この点は蚕種製造業者の主体的取組み（一生産者農民の歴史形成），

とりわけ流通ルートの変革に求められる。第 1に，産繭に関して。繭市場を

めぐる旧特権的町方糸繭商・県外有力商人ルートと新興在方糸繭商ルートと

の対抗と繭糸売買会社の設立ー蚕種製造業者の指導ーによる糸繭流通ルート

の再編に端的にみられる。この点は，官庁資料と共に正田家文書3）を使って

実証を試みる。従来器械製糸業確立以前の繭流通経路は，必ずしも十分な究

明はなされていない。第2に，生糸に関して。農家副業生産の域を越えた旧

蚕種製造業者による揚返所を設けた賃挽製糸業（一改良座繰製糸経営）の展

開と横浜商人を排除（＝横浜売込商体制の拒絶）した直輸出ルートの開設で

ある。

蚕種業とその後の農村経済の主柱となる蚕糸業（とりわけ養蚕・製糸業）

の生産構造と流通機構を継続的，統一的に把握することによって，後年当地

方の原料繭に吸引されて進出する長野県製糸家就中諏訪郡製糸家を中心に器

械製糸業が展開（・包摂）する前段階として，原料繭供給地化してゆく具体

的様相が明らかとなる。

1.明治初年における農業生産の概況

本稿で分析の対象とする新戒村，高島村，成塚村3ケ村は，明治23年の町

村制施行に伴い合併して新たに新会村（現・深谷市）を構成する。当地は，

埼玉県北部一利根川中流部の沖積池ーに位置する。周辺町村としては，北は

中瀬村，群馬県島村，西は上・下手計村，血洗島村，東及ぴ南は利根川とそ

の支流小山川を隔てて，尾島町（群馬県域の例幣使街道の宿場・市場町），
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明戸村，沼尻村，新井村，上敷免村，高畑村などがある。各種商品の集散地

として， f中仙道沿いの深谷町，本庄町，熊谷町は近世以来六斎市が立ち，米

穀，繭，生糸，絹織物等の取引が盛んであった九上利根川筋の河川交通の

要衝として，鉄道の開通まで栄えた中瀬河岸をかかえる中瀬村は，文政6年

に深谷宿との聞で新市場をめぐる争いを起こしている九

新戒村，高島村，成塚村各村共水田はなく，耕地はすべて畑で，畑面積が

村全体の 9割前後を占めていたぺ利根川沿いの高島村は畑のうち，下畑が

中心で全体の66%を占める。『武蔵国郡村誌』によって，明治初年の新戒村，

高島村，成塚村3ケ村の農業生産についてみれば，麦・雑穀類，疏莱，藍葉，

桑，繭，蚕種，生糸，絹織物，藍玉などを産出している。穀物生産について

は，その中心となる大麦，大豆をも「移入」に頼るほどに，村内自給は不可

能であった。そこで，自給用の穀物類のほかに，再生産に必須的補完作物＝

換金作物として桑藍等の作物が栽培されていた。麦・雑穀類などの自給用農

産額は，加工原料作物，農産物加工品を遥かに下回る。村落経済上で重要な

加工原料作物，農産物加工品については，新戒村は，藍葉・藍玉が全産額の

5割を占め，藍業が農民経営の中心にあるといえるが，蚕糸業品目（桑・蚕

種・繭・生糸・絹織物）も 3割弱を占める。中でも蚕種 (10,836枚）が16.3

%を占め，繭（350石） 7. 7%の2倍になる。高島村は，蚕糸業品目が全産額

の9割弱に達し，この内とくに桑（8,800駄）が44.7%，蚕種 (16,000枚）

36.1%を合わせると80.8%を占めた。繭（200.31石）は全体の6.6%にとど

まる。高島村の農業経営の中心は蚕糸業にあるといえる。成塚村は，蚕糸業

品目が全産額の53.7%を占め，このうち桑（5,600駄）が28.1%，蚕種（8,000

枚） 18. 0%合わせて全体の46.1%にのぽる。蚕糸業は，藍業（35.0%）と共

に成塚村農業経営の主軸であった。蚕糸業品目のうち，桑・蚕種のほかは，

3ケ村合わせて萌（755.86石）が全産額中の10%弱，生糸 (19貫余） ・絹織

物（217疋）に至っては何れも 1%に満たなかった。明治初年においては，

新戒村，高島村，成塚村各村の蚕糸業の基幹部分は蚕種業にあるといえよう。
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桑葉売買は，蚕種製造からの派生と考えられる。桑葉の販売に関しては，主

に富農の余剰桑葉を供給源としていた。例えば，高島村の蚕種製造家・正田

普蔵家では，明治9年に桑葉を村内の中・下層農民に売り渡し，また下層農

民2名に桑葉買入金を融通したりしており，買桑による養蚕業（＝蚕種業）

経営の広汎な展開を窺わせるのである九後述するように，利根川流域はわ

が固有数の蚕種生産地帯を形成し，矯玉県は明治6年に蚕種製造高，蚕種製

造者数において，長野県に次ぐ会圏第2位の地住にあった。とりわけ，蚕種

1万枚前後を製造する新戒村，高島村，成塚村3ケ村は，蚕種主産地の一角

に属していたのである。

2.蚕種業の生産構造と流通機構

(1) 蚕種業の生産構造

幕末開港当時において，蚕種の本場として知られた地方は，信州上回，奥

州保原・梁川，出羽の米沢・秋田，上州島村等であったが，蚕種輸出の好況

に連れて，全国各地に養蚕・蚕種製造に従事するものも族生し，一部に蚕種

専業化の確立をみるに至るヘ

当該地域は，開港以前には桑を畦畔や屋敷巡りに栽植して，僅かに養蚕業

を営むにすぎなかったが9），当地域を含む利担川沿いの地方は，開港後近接

する島村（群馬県域の蚕種本場の 1つ）の影響を受けて蚕種製造に養蚕業の

重点を置くようになった川。この間の事情を当時，利根川両岸の武州・上州

地方の蚕種生産状況を視察したイタリア人のノインドル・テロイは『養蚕地

方旅行日記』（明治7年7月）の中で，「この地方の養蚕家（蚕種家）は，蚕

種をイタリアに輸出して，収益をあげている。その結果，熊谷県の養蚕家は

1872年の1,248人が1873年には， 2,129人になり，さらに， 1874年には3,503

人にふえている」と記している川。
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開港後の蚕種輸出の盛況に伴い，利栂川中流域の地方は，蚕種生産の中心

地に成長する。埼玉県の主要な蚕種生産町村では，数千枚にのぼる多量の蚕

種か精浜港へ積み出され，フランスやイタリアなどのヨーロッパ諸国へ輸出

された1九中でも，児玉，高島，上仁手，新戒．中瀬，横瀬の県内各町村は．

1万枚を超える多量の蚕種を生産した。高島村の16,000枚，新戒村の10,836

枚，成塚村の8,000枚の蚕種生産量は，埼玉県内における最大の生産規模の

村に属すといえよう。

入間県（荒川以西にあって埼玉県の略3分の 2の領域に広がる地域）は．

明治 6 (1873）年に蚕種製造人及び蚕種輸出・製造高何れも長野県に次いで，

群馬・福島両県を上回る全圏第2位の地位にあり 13），利根川流域は，阿武隈

JII，千曲川流域と並んでわが国有数の蚕種生産地畿を形成していたU）。

明治 8 (1875）年に，蚕種製造組合利根川組所属の新戒村土新戒15) （利根

川組第 4号）の蚕種製造者は51名（上新戒の戸数一新戒村戸数238戸の凡そ

5割同とすると127戸ーに占める蚕種生産者の割合は40%）で， 3,135枚の蚕

種製造を行っている 17）。この内訳は，海外輸出向1,456枚，圏内向1,481枚，

自家用198枚である。海外向と圏内向の割合は，略50%ずつで大差ない。蚕

種製造高は約500枚を最高に，最小 1枚（ただし，自家用のみを除くと 5枚），

1人平均蚕種製造高61枚（向上、 82枚）。蚕種生産規模の差が大きい。

上住の蚕種製造者は，石川熊治郎の497枚（輸出向，圏内向及ぴ自家用分

の合計，以下同）を最高に，木村利平の427枚がこれに次ぐ。この両名で924

枚，全生産高の29%を占める。新戒村（上新戒）では，個別蚕種生産者とし

て突出した生産高である。以下，丸岡伝治郎211枚，銀持藤九郎166枚，荻野

清吉159枚，烏崎文六143枚，持田代十郎140枚，銀持兵内105枚，この 6名で

924枚，全生産高の29%を占める。以上，蚕種生産者総数の16%を占めるに

すぎない上記8名で合計1,848枚，全生産高の59%を占め，指導的立場の上

位生産者グループを形成していた。

この100枚以上の蚕種生産者は，地租納入不明者2名を除く 6名の内， 3
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名が地租20円以上の上住の農民で，他の 2名が岡 7円未満の下層農民，残り

1名が同10円以上20円未満の中佐の農民である 18）。この上位農民の中には，

新戒村（上新戒）の蚕種生産者の中で最大の土地所有者（銀持藤九郎）がい

る。この上住グループは，上層農民の占め．る割合が高い。

蚕種50～100枚未満の中佐の生産者は， 14名で全生産者の27%（全生産高

の30%）を占める。この中位生産者は，地租納入不明者2名を除く 12名の内，

8名が地租7円以上20円未満の中佐農民で，残り 4名が同 7円未満の下層農

民である。この中位の生産者グループは， 3分の 2が中位農民である。

蚕種目枚～50枚未満の下住生産者は， 12名で金生産者の24%，金生産高の

9%を占める。この下位生産者は，地租納入不明者5名を除く 7名の内， 5

名が地租7円未満の下層農民で，残りの 2名が同 7円以上20円未満の中位農

民である。下位の蚕種生産者グループの多数が下層農民である。

蚕種10枚未満の零細生産者は， 17名で全生産者の33%，金生産高の1.7% 

を占める。この零細生産者の内， 4名は輸出向及び圏内向蚕種製造を行うが，

他の13名は自周のみの製造である。前者は下層農民3名，中位農民 1名で，

後者は地租納入不明者7名を除く 6名の内， 1名が地租20円を超える上住農

民，また 3名が同10円を超える中位農民で，残り 2名が同 7円未満の下層農

民である。上・中位農民の一部に販売用蚕種製造を中断し，投機性の強い蚕

種生産からの後退を始めているとみることができる。

改めて，土地所有と蚕種生産との相関関係をみると，地租納入不明者を除

色上層農民（地租20円以上） 4人の内，その75%にあたる 3人が蚕種生産

高100枚以上である。中佐の農民（地租7円以上20円未満） 15人の内，過半

の8人が蚕種生産高50～100枚の中佐生産者である。下層農民（地租7円未

満） 16人の内，半数にあたる 8人が蚕種生産高15枚以下であり， 12人は平均

以下の蚕種製造規模である。また，地租l円未満の零細農民は蚕種製造を行

っていなし、。土地所有規模と蚕種生産規模は，比例的であるといえよう。

圏内向けの蚕種の販売先については，若干ながら明らかにすることができ
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る。新戒村上新戒の蚕種生産者・島田鉄五郎．赤石島吉，丸岡伝治郎，鶴谷

新五郎の 4名は，深谷宿（石川保三郎），血洗島村（渋沢能五郎），上手計村

（飯島金次郎・伊藤勝三郎），下仁手村（橋本子之吉）の近隣市場一蚕種製

造を行う諸村でもあるーへ販売している。蚕種購入者5名の購入量は20～ 55

枚であり，この数量からして，終極の蚕種購買者＝養蚕家への販売ではなく，

仲買商人（若しくは小売商人）への販売であろう。

個別の販売状況については，高島村の正田善蔵家の蚕種販売について知る

ことができる。明治 5,6年に，蚕種132枚， 279枚を近隣の上手計村・山口
｛同｝｛抽｝

源衛と，中瀬村・川回文次一村方の小沢雄次（下層農）を世話人としてーに

売り渡している問。山口源衡は，入間県蚕種製造組合・利根川東組第14番世

話役を務める有力蚕種業者である。河田文治は当地方の代表的な蚕種商（同

時に大規模蚕種製造業者でもある）で，明治15年7月には同氏外9名と共に，

従来「専ラ海外輸出」向に「蚕種製造ニ従事」してきたが，「裁カ同心尚一

層精良品ヲ製出セン事ヲ翼望シm」て，蚕種製造組合を設立する。正田家は

明治 8年には，蚕種8枚を村内の久保田荒次郎（下層農）へ， 80枚（国内用）
｛肱｝

を近村の滝瀬村（現・本庄市） ・戸塚登喜四郎へ， 99枚を村内の持田勇次郎

（中層農）を世話人として輸出商へ21)，それぞれ販売している。戸塚登喜四

郎は大蚕種商・大養蚕家であり，明治21年3月に設立の養、蚕改良結社・拡業

会社一新戒村民及び成塚村民も参加するーの発起人の一人でもある。正国家

は明治 9年には，輸出蚕種215枚を新戒村の荻野清吉を立会人として，上州

太田駅（現・太田市）の武川六太郎と県内（那珂郡）秋山村（現・児玉町）

の福田友胤一乗合カーへ販売している問。正田家（＝上層の蚕種生産者）で

は，輸出蚕種は，時に村内の世話人を仲介にして輸出＝仲買商人に販売し，

圏内販売は小売商，仲買商を対象に近隣市場に販売している。

蚕種特産地・福島県伊達郡伏黒村と新戒村（上新戒）の蚕種の生産と販売

に関する特徴を比較してみよう問。第 1に，伏黒村では，明治初年において

蚕種の海外輸出高は全生産高の70%前後を占め，主として海外輸出に依存し
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ながらも，！圏内向蚕種製造は輸出蚕種の増大と並行して拡大しつつあった。

輸出向と圏内向の蚕種製造が相半ばする新戒村（上新成）とは対照的である

一明治6年の「元入間県管内蚕卵種製作表」によれば，新戒村外3ケ村では

海外輸出高は内外製種高の53%，高島村外2ケ村では同じく 58%，中瀬村岡

55%一。第 2に，伏黒村では 1人当たりの平均蚕種生産高が225枚で， 1千

枚を超える蚕種生産者が2名存在する。新戒村の最高の生産高はこの 3分の

しまた 1人当たり蚕種生産高も 4分の l程にとどまり，蚕種生産規模は相

対的に小さい。第3に，伏黒村では蚕種生産者のうち，中佐生産者が最も多

く，生産者総数の約半分を占め，零細（本住）生産者は約10%と極めて少な

い。新戒村は中位生産者が相対的に少なく，下位・零細生産者が約半数を占

める。ただし，自家用蚕種生産者を除いた蚕種級売を実際に行う者のみでみ

れば中・下位生産者中心といえる。第 4に，伏黒村の国内蚕種販売は，広汎

な遠隔地市場＝養蚕農民を確固たる基盤としているのに対し，新戒村地域で

は，蚕種製造農民は生産者的側面が強〈，その販売先は近隣市場＝蚕種商人

に主に立脚していることである。

日本の蚕種輸出は，ヨーロッパにおける蚕病の蔓延を契機に開始され，明

治初年には我が国の重要輸出品となり，生糸・茶と共に三大輸出品の地住を

占めるほどになった24）。

フランスにおいては，蚕病対策として外国産の健康な蚕種を輸入する一方

で，養蚕学からの調査・研究が進められた2九日本産蚕種は， 1860年代後半

から70年代前半にかけて．フランス養蚕業の過半を担っていたが，フランス

のパストウールによる病原の究明と母蛾検査による徴粒子病予防法の発明間

の結果，フランス及ぴイタリアの蚕種生産は回復し．日本の蚕種輸出は明治

10年頃を境として，急激に減少の一途をたどる。

この蚕種輸出の動向は，埼玉県においても同様で，明治10年に27万4千枚

余の輸出蚕種は，明治12年に12万3千枚余、翌日年には 8万枚余に急減する。

また，この時期から，国内・外用蚕種の比率が逆転し始める。明治12年には
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明治前期における蚕糸業の生産構造と流通機構

輸出用56%，圏内用44%と海外輪出用蚕種が優位を占めていたが，翌日年に

なると，輸出向45%，圏内向55%に逆転する。この点を埼玉県各地域につい

てみると，明治12年に輸出向が優位を占めていたのは，手IJ担川中流域にあっ

て，蚕種主産地を形成していた篠沢・児玉・幡羅及び中葛飾の 4郡であった。

賀美郡は輸出・国内向か概ね半ばし，他の諸郡は圏内向が断然多い。明治13

年には，榛沢郡のみが輸出向優住を維持するにすぎず，児玉・幡羅両郡は国

内向に転換じ，中葛飾郡は蚕種製造を中止している。那珂・横見等7郡は専

ら国内向蚕種生産に従事する。榛沢・児玉・幡羅・賀美郡等の蚕種主産地は，

輸出減退期を迎えでもなお輸出に希望をつないでいたが，漸く明治13年に至

り輸出に見切りをつけ，圏内向への転換を余儀なくされたのである。ただ榛

沢郡のみが依然として輸出にたより，隣接の主産地諸郡が囲内向に転換した

明治13年に至っても，なお国内向の 2倍強にあたる蚕種を輸出に向けていた

のである。

明治10年代前半の蚕種の輸出急激期に，当地域の蚕種生産はいかに変容し

たであろうか。

明治14年の新戒村の蚕種生産者は10名，蚕種製造高4,792枚， 1人平均蚕

種製造高480枚である2η。新戒村戸数（222戸）に占める蚕種生産者の割合は

5%にすぎない。荒木常四郎のl,020枚を．筆頭に，以下村岡嘉平28)760枚，石
｛拍｝

川唯三郎716枚，荒木八郎次640枚，木村利平544枚，福島源三408枚，村岡久

平284枚，持団代十郎251枚，荻野清吉105枚，鵜殿三郎九64枚と続く。蚕種

内訳は輸出用3,804枚，圏内用915枚，自家用73枚，比率にして輸出用蚕種が

全生産高の79%（自家用を除くと， 81%），圏内用蚕種が同19%（同19%)

を占め，輸出向蚕種が圧倒的な割合を占めている。明治13年の榛沢郡（新戒

村も同郡に属す）の蚕種生産の動向と同様である。

先の明治 8年の蚕種生産と比較すると，明治14年には蚕種生産者は，明治

8年の51名（ただし，新戒村上新戒の生産者）から10名（新戒村全体で）へ

と大幅に減少した。明治8年当時の，最上層の蚕種生産者・石川熊治郎（ー
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同氏の子息が石川唯三郎とすれば，石川家は依然とじで新戒村における最上

層の蚕種生産者である）のほか，上層の生産者4名（木村・持田・荻野3名

を除く）は蚕種製造業から撤退し，その上，中・下層及ぴ零細生産者は何れ

も蚕種製造を中止している。上層蚕種生産者の大幅製造縮小と転向の一例を，

高島村の正田善蔵家にみることができる。正田家は，明治12年に蚕種404枚

を製造し，この内384枚を輸出に向けていたが，翌日年には蚕種製造を大幅

に縮小し，これに代わって産繭販売と生糸製造に転換している。

蚕種生産者の大幅減少の一方で，蚕種製造高の最高（明治8年の497枚→

明治14年の1,020枚），最少（明治8年の 1枚→明治14年の64枚），平均（明

治8年の61枚→明治14年の480枚）何れもかなり上回る。明治 8、14年の両

年に蚕種生産者として名を連ねる木村利平，持田代十郎，荻野清吉の 3名（こ

の3名は明治8年に上層の蚕種生産者であった）の蚕種製造高についてみる

と，木村利平と持田代十郎は，それぞれ明治8年の製造高427枚， 140枚から

明治14年には544枚と251枚に増加している。荻野清吉については159枚から

105枚に減少するものの，上層の生産者であることに変わりはない。

新戒村の明治14年の蚕種生産は，蚕種生産者の大幅な減少と少数の蚕種製

造業者の専業化の確立，つまり投機性の強い蚕種生産の拡大，とりわけ輸出

向蚕種生産量の増加ーただし，鵜殿三郎九のみ輸出皆無ーを特徴としている。

明治14年の新戒村蚕種生産者10名は，村内最上層農の荒木常四郎（耕地所

有12町 5反余）を項点とする上層農民によって殆ど占められていた。

同じく明治f4年の成塚村の蚕種生産者は 8名，蚕種製造高1,700枚， 1人

平均蚕種製造高212.5枚である29）。成塚村戸数（72戸，ただし明治17年）に

占める蚕種生産者の割合は11%にとどまる。河田三弥の615枚を最高に，以

下栗原庄五郎の265枚，栗原貞七241枚，川田兵治218枚，正田友八145枚，河

田角二郎94枚，正田鉄五郎64枚，川田幸四郎58枚と続〈。蚕種内訳は，輸出

用1,189枚，圏内用462枚，自家用49枚，比率にすると輸出用蚕種が全生産高

の70%（自家用を除くと， 72%），圏内用が同27%（同28%）を占める。新
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戒村と同様に，輸出向か程めて高い。ただし，蚕種生産者8名のうち， 3名

（正田友八，正田鉄五郎，川田幸四郎）は輸出向が皆無で，圏内向生産に特

化している。新戒村では蚕種生産者10名のうち， 1名（前記の鵜殿三郎九）

が国内向生産のみであった。蚕種の輸出急減期に対応する輸出向から圏内向

への蚕種生産の転換期にあって，なお輸出蚕種の優位を続ける榛沢郡諸町村

の中で，中・小規模の蚕種生産者は圏内向生産に傾斜し，大規模生産者は輸

出向生産に重点を置くという変化が新戒村，成塚村に生じていた。

明治14年には，蚕種最盛期の明治8年当時より蚕種生産者の絶対数が大幅

に減少」苛庁戒村のみならず，成塚村でも同様と思われるーする一方で，蚕種

の生産規模が拡大し，蚕種製造専業者の確立をみるのであったが，蚕種の輸

出途絶後，圏内市場に全面的に生産転換することになる蚕種製造業者はその

後さらに減少し，大正 2年7月調の新会村（新戒村，成塚村，高島村3ケ村

合併による村）の蚕種製造業者は 5名30）を数えるにすぎない。

( 2 ) 蚕種業の流通機構

輸出蚕種の激減を契機として，明治11年5月に政府の制定した従来の蚕種

に関する条例・規則が廃止され，蚕種製造は国家的規制をはなれ，民間の自

由に任された。蚕種の自由製造が認められ，製造蚕種は自己の責任で処理で

きることになったが．粂例存続中にも蚕種製造者の中には会社形態をとった

組織によって，蚕種業の激変期に対処しようとする人々がいた。この背景に

は，すでに明治 6年にグレーベンの蚕事報告書や中山駐伊総領事の報告の中

で指摘されていた日本蚕種の組悪化と品質向上の要請があった剖｝。

埼玉県内においても，明治10年3月に蚕種製造組合利根川組の中に，広産

社が隣村中瀬村農民を中心に組織され，翌日年2月には蚕種製造組合児玉組

の中に，営産社が設立されていた。条例廃止後の明治11年11月には，更に大

里・横見・比企・秩父 4郡中数10ケ村に散在する蚕種製造者によって荒川会
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社が創設された32）。広産社は，株式会社の形態をとった同業組合で，その規

制力は強く，各独立製種業者の原種の選択から掃立・飼育・製種まで蚕種生

産を統制して品質を改良・統一し，その販売は広産社という組織を通じて行

っていた。この組織形態・生産統制は，群馬県島村の蚕種製造業者設立の鳥

村勧業会社と類似している問。

高島村では，明治11年6月に蚕卵種製造会社・高湾精蚕会社の創立をみ

る34）。高濃精蚕会社は，野村玄周を社長として「蚕卵種製造ニ付明治11年6

月ヨリ 3ヶ年間ヲ期ニ高濡精蚕会社設立シ」，会社「規則ヲ確守営業致来リ

候処追年進歩致シ外国人モ厚ク希望致シ候様相成候ニ付開J，明治14年7月

に高湊精蚕会社の第2期継続願を埼玉県令白根多助に提出した。海外輸出向

蚕種製造結社による規則の r確守営業」一蚕種製造の厳格な統制を訪御させ

るーが優良蚕種の製造を可能にした結果，外商の好評を得て創設後3年間順

調に推移したことが窺える。明治14年7月に，第 2期継続願提出の高湾精蚕

会社の社員17名は，第 1表の通りである。社長の野村玄周は，かつて熊谷県

蚕種製造組合「利根川東組」第10番組の世話役であり，蚕種製造上指導的立

場にあった。野村玄周を含め同社員の梅沢道太郎，笹井仙五郎，持間半四郎，

飯島忠太郎等は，新会村の助役或いは議員等を歴任する地方名望家層・村落

支配者層であり，高濃精蚕会社において指導的役割をはたす。

第2表に示すように，高島村戸数は，明治15年に135戸（耕・宅地所有戸

数），階層別では8反歩未満の下層・零細農民が大多数の71%を占め，中佐

農民21%，上住農民に至つては僅か 8%という構成である。高島村階層構成

とは対照的に，高溝精蚕会社の社員17名の階層は，中佐農民10名（比率にし

て59%），土佐農民6名（比率にして35%）を占め，下層農民は l名にすぎ

ない。高濃精蚕会社は，中位農民主体の構成をとるが，同社員の中位農民は，

高島村中佐農民全体の36%を占めるにとどまる。これに対し，同社員の上位

農民の割合は実に過半の55%を占めていた。高滞精蚕会社の設立は，一部中

・上層農民の輸出向蚕種製造専業化の確立過程にあり，蚕種輸出の衰退期に
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第 1表高濃精蚕会社加盟者（明治14年7月）

続・宅地所有剛（明治l持） 備 考

野村玄周 3.町 9.匡 6.鼠1611> 弘似年4月8日生（31歳），新会村助役・議員.i苔県蚕種製造組合「利綾川車組』第IO番組世話役

梅沢道太郎 6. 5. 2. 01 天保14年IO月7日生繍）．新会村議員，新鮒勧童会詳細，新会村量全評融

笹弁仙五郎 1. 2. 3. 19会 B永2年2月7日生（29歳｝，新会村議員．新会村勧業会評議員

持四半四郎 5. 4. 8. 13 嘉永6年6月4日生（25歳）．新会村議員．新会村勧業会評議員

飯島忠太郎 1.8.6.20 安政3年7月17日生（22歳）．新会村議員

小暮定吉 8. 1. 01 

古都覚三郎 2. 8. 4. 13 

伊丹新太郎 2. 4. 1. 01 

古都豊五郎 4. 1. 1. 13 

持田喜七 9. 8. 06 

久保田文吉 1. 0. 8. 12 

村岡拾五郎 1.0.2.00 

古都慶次郎 1. 3. I. 10 

村岡春吉 6. 0. 08 

村岡八十松 8. 6. 23 

笹井社三郎 9. 1. 20合 父・笹井久免の明治15年の耕・宅地所有反,!JIJIま1町4畝01歩

持回富太郎 1. 6. 6. 18 

｛注） (I）合印は明治20年の緋・宅地所有反則。
( 2）梅沢道太郎の耕・宅地所有反別は．父・梅沢房次郎｛高島村戸長）のそれ。

（資料）『明治15年第1期第2期地祖金取立簿a高島村戸長役場．（明治20年）『高島村地所持高一
人,!Jlj合計帳』中瀬村連合戸長役場，『深谷市史J （追補篤）より作成。

投機性の強い蚕種業依存の農業経営構造を有する上層農民の割合がとりわけ

高いことが特徴である。

新戒村においても，明治12年9月に荒木常四郎外33名によって「蚕種製造

会社J が設立された36）。荒木常四郎はすでに指摘したように，新戒村の最大

蚕種生産者であり，最上層農でもある。荒木常四郎以外の社員の氏名は不明

である。同社員34名が当時の新戒村の蚕種製造者のすべてを包含していたか，

また他村の蚕種製造者を含むのか，どうかは必ずしも明らかではないが，も

し新戒村の蚕種製造者総数がこの34名であったとすれば，設立2年後の明治

14年には蚕種製造業者は 3分の l以下に減少したことになる。既述の知く，

高島村の正田善蔵家は，明治12年を境に蚕種の生産規模を大幅広縮小してお

り，また近郊の島村においても明治12年から14年にかけて，蚕種製造高はお

よそ 3分の lに減少している。この「蚕種製造会社」の存続期間は明らかで
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第2表 高島村戸数と高語審精蚕会社加盟者の階層（明治15年）
一一一一円一

高島村戸数① 高語審精蚕会社加盟者② 対②階÷層①比
－・．．．．．．．．．
1反未満 32戸 23. 7% 人 % % 

1～ 8反，F 64 47 4 1 5. 9 1. 6 

8～ 2町H 28 20. 7 10 58. 8 35. 7 

2-5町H 7 5. 2 4 23. 5 57.1 

5田T～ 4 3.0 2 11. 8 50. 0 

計 135 100.。 17 100.0 12. 6 

（注）(1) 高島村の戸数は，耕・宅地所有規模別戸数である。

(2) 高島村民のみ。村外民を除く。

（資料） 『明治15年第 l期第2期地祖金取立簿』高島村戸長役場より作成。

はないが，設立後，社員の退社が相次いだとすれば，同社の存亡にもかかわ

る事態を招くことになったであろうことは想像に難くない。

「蚕種製造会社」の申合定款・規則などの史料を欠くため，事業内容の詳

細は不明であるが，同社の設立伺書に「優等之蚕種製造大ニ販路ヲ開カン為

会社結立致シ度」との記述があることから，旧蚕種製造組合から単に組織替

えした団体ではなし蚕種改良を積極的に推進するために結成された企業組

織であるといえよう。上記広産社同様，「蚕種製造会社」は蚕種の共同製造

を行うまでには至らず，会社形態をとった同業組合的組織にとどまるもので

あろう。また明治11年の条例廃止前の蚕種製造組合の水準を越え，蚕種の生

産を統制して品質の改良・統ーを図ったと推察されるものの，蚕種の輸出を

共同で行うまでは目的としていないと思われる。

新戒村の蚕種輸出会社に関しては，明治12年設立の「有志会社」の存在が

確認できる。「有志会社」の設立は，ヨーロッパにおける蚕病の克服と日本

蚕種に対する需要減少に伴ってわが国蚕種の生産過剰が生じ，このため価格

維持策として横浜売込商が主唱した蚕種投棄策に対する対抗策の 1つとして
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理解する必要があろう 37）。次いで明治14年10月には，「有志会社」出張所社

長荒木勝彦，副社長橋本十郎太叫より「今般蚕種売却トシテ前記ノ場所（神

奈川県横浜市本町二丁目二一番地金子平兵衛宅ー筆者）へ出張所相設候ニ

付」と記した出張所設立添翰願書を埼玉県令白根多助に提出しており，蚕種

輸出促進のために「有志会社」の横浜出張所を開設するまでになる明。金子

平兵衛（小松屋）は，明治 4年の蚕種入荷量が107,570枚（売込商別入荷量

第 4位）にのぼる横浜の有力蚕種売込商であり刊にまた原善三郎 ・茂木惣兵

衛などと共に明治6年5月設立の横浜生糸改会社・社長の l人でもあったが，

明治8,9年頃閉店する41）。「有志会社」横浜出張所は，閉鎖した横浜売込商

・金子平兵衛の店舗を借り受けたものと思われる。「有志会社」の設立地は

新戒村57番地にあり，この番地は荒木常四郎の住所と岡ーである叫ことから，

この「有志会社」は荒木常四郎を代表とする前記「蚕種製造会社」を母体と

して，横浜売込商体制に反旗を掲げる同志の糾合によって，蚕種販売上の不

利益を打開するために組織された輸出結社であると推定できる。この「有志

会社」加盟者は，新戒村のほか横瀬村，北阿賀野村など合せて 5ヶ村32名か

らなりペ近村北阿賀野村の橋本十郎太家ー「有志会社」横浜出張所副社長

ーは「有志会社」設立に参画し，従来横浜商人経由の蚕種売却を明治12年以

降「有志会社」経由の販売にかえている叫。「有志会社」を組織することに

よって，村外の蚕種仲買・輸出商人への従属を脱却して，輸出蚕種それも生

産過程の統制・改良の上に達成した優良蚕種の販路を生産者自ら確保すると

いう新たな蚕種流通機構の構築が実現したことになる。しかも，直接外国商

人（＝イタリア人貿易商）に販売することを明確に意図した横浜出張所の開

設は，横浜売込商体制に対抗する新戒村（及ぴ周辺諸村）独自のルート開拓

の試みである。

この「有志会社」の存続期間は明確ではないが，明治16年に現存を確認で

きるものの州，明治17年に新戒村では蚕種製造が行われていないことから，

この時点で‘解散したものと思われる。時を同じくして，前述の島村勧業会社
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が明治15年に蚕種直輸出後，収支償わず解散している。また，大蔵省調査に

よれば，日本蚕種の輸出量は，明治15年の17万枚余から翌日年に 7万枚余，

19年には 4千枚余に減少している。明治10(1877）年に輸出蚕種が百万枚余

であったことを想起するならば，明治15, 16年頃は，日本の蚕種輸出な必ぴ

に直輸出の最終局面を迎えていたことになるといえよう。

明治10年を境とする蚕種輸出の激変期における福島県伏黒村と新戒村ない

し成塚村の蚕種の生産と販売に関する特徴を比較してみよう。第 1に，明治

8年頃の村内における蚕種生産者の割合は，伏黒村，新戒村共ほぽ閉じであ

る一伏黒村は農業戸数に占める蚕種生産者の割合が46%に対し，新戒村は総

戸数に占める蚕種生産者の割合は40%ーが，明治14年頃においては，伏黒村

は蚕種生産者の比率が50%と引続き殆ど変わらないのに対し，新戒村の場合

は5%にすぎず，新戒村の蚕種生産者は相対的にも絶対的にも激減する。成

塚村は，蚕種生産者の割合が11%と新戒村より多いものの，伏黒村と比較す

ると遥かに少ない。第2に，伏黒村の蚕種生産者は明治13年には，明治9年

の126人から130人に若干増加する一方で，主として海外輸出に依存していた

蚕種生産は圏内市場向に大きく転換し，圏内向蚕種が略50%にまで増大する。

これに対し，新戒村は蚕種生産者が大幅に減少し，成塚村共ども，海外輸出

に主に依拠するようになる。新戒村，伏黒村両村の国内外市場別蚕種生産の

逆転が生じているのである。第 3に，伏黒村では，中佐規模の蚕種業者が多

く，最大の個別製造高も800枚強にとどまるが，新戒村は大規模生産者が過

半を占め，最大の生産規模は一千枚を超える。 50枚以下の零細生産者は皆無

である。また，群馬県島村では，零細な蚕種製造者ほど蚕種輸出の比率は高

いが，新戒村・成塚村では大規模な蚕種製造者は輸出向生産に重点を置くな

ど，島村とも異なる様相を示している。第 4に，伏黒村では，明治11年の蚕

種条例廃止後，蚕種製造組合東産組が解体し，伏黒蚕業社と伏黒社に組織・

移行される。輸出蚕種については，各社員が臨時的に共同で横浜の輸出商に

委託販売を行う場合も，売込商体制の枠内での共同販売にとどまる。新戒村
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では，蚕種条例廃止後の明治12年に蚕種改良を積極的に推進するために「蚕

種製造会社」が設立される4蚕種の輸出に関しては「有志会社J を結成し，

横浜に直輸出のための出張所を開設するなど，横浜の売込商体制に依存しな

い独自の販売ルートを構築する試みを実施する。

3.繭・生糸・絹織物の生産構造と流通機構

(1) 繭・生糸・絹織物の生産構造

農村不況期を迎える明治10年代後半の当地域の農業経営に関しては，新戒

村について明らかにすることができる。

明治17年の新戒村は，農産物のうち，麦・雑穀類の穀物生産額は全体の 4

%に満たず，蚕糸業と藍業産額で全体の9害tJを超え，この内の大部分は繭生

産（ 7割弱）である。明治8年当時，蚕糸業品目の中では，蚕種生産が基幹

部分を占めていたが，明治17年においては蚕種生産はなく，蚕種にかわり臓

の生産が新戒村の農業経営において主軸たる地住を確立した。輸出蚕種の生

産を重要な目的とした新戒村（高島村，成塚村も同様）の蚕種業は，国内市

場に確固たる基盤を確保していなかったが故に，蚕種輸出の途絶後に，国内

向蚕種生産に転換することは健ならず，かつての隆盛を取り戻すには至らな

かった。蚕種輸出の途絶後，園内向蚕種生産にむかう伝統的蚕種地＝鳥村と

新興蚕種地とのその後の対照的な姿をみてとることができる。

新戒村農業経営において中心的地住を占めることになった繭の生産構造に

ついて明らかにしよう。

松方デフレ期中の明治16年に，新戒村では養蚕戸数（春蚕戸数，以下同）

は175戸，蚕種掃立枚数（春蚕，以下同） 441枚であった州。農業戸数は明ら

かではないが，明治16年の『新戒村戸籍表』によれば，新戒村の総戸数は225

戸であることから，養蚕戸数の比率（対総戸数比）は78%にのぼる刊。殆ど
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の農家が養蚕業を営んでいたと考えてよいであろう。埼玉県における農家戸

数に占める養蚕戸数の割合は，この時期33%程にすぎなかった。新戒村が養

蚕盛業地であることがわかる。

新戒村養蚕業は，荒木常四郎外4名の蚕種掃立枚数10枚を最高に，最少掃

立枚数o.25枚，養蚕農家 1戸当たり平均掃立枚数2.52枚であった。最大と最

小の養蚕経営規模の差は大きい。この一方の大養蚕経営＝小ブルジョア経営

では，家族労働力のほかに年雇若しくは季節雇・日雇等の種々の雇用労働力

を用い，他方の零細経営では家族労働力のみを使用する。桑作＝養蚕経営の

中で，養蚕規模と桑園規模はほぼ一定の関係にある。共進会出品者一新戒村

民ーの『繭申告書』によれば，掃立蚕種 1枚は桑園面積 1反歩から収穫する

桑葉量を育蚕上必要としており，桑葉の購入及び販売を前提としない限り，

最大蚕種10枚掃立の養蚕農民は，桑園面積1町歩を経営していたことになる。

蚕種掃立枚数10枚の新戒村民・木村利平と大海渡文治が上記自桑主義をとる

ならば，両名の耕地に占める桑園面積の比率はそれぞれ70%,78%を占める。

この高い比率は，養蚕経営の主業化ないし専業化を示す。なお，『農事調査

表』によれば，明治21年に全調査県（39県）平均では，養蚕農家 1戸当たり

掃立蚕種1.77枚であった。主要養蚕県11県平均では2.33枚と高〈，その他府

県では0.8枚と低い。主要養蚕県に属す埼玉県は2.00枚である州。新戒村の

養蚕規模は，主要養蚕県平均及び埼玉県平均を上回る。新戒村は先進養蚕地

域といえよう。

新戒村養蚕農家175戸（全蚕種掃立枚数441枚）のうち，掃立蚕種1～ 3枚

未満の小規模養蚕経営は89戸（蚕種掃立枚数147.9枚）で，比率にして過半

の51%（全蚕種掃立枚数の34%）を占める。彼らのうち， 58戸，比率にして

65%一蚕種掃立枚数98.4枚，比率にして67%ーが，耕地所有者高 1反以上8

反未満の下層農民であり，残りの18戸，比率にして20%一蚕種掃立枚数31.75 

枚，比率にして21%ーが，耕地所有高8反以上2町未満の中佐農民であった州。

小規模養蚕経営の85%が下・中層農民である。次いで多いのが，掃立蚕種3
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～ 5枚未満の中規模養蚕経営で43戸（蚕種掃立枚数145.5枚），総数の25%（全

蚕種掃立枚数の33%）を占める。この生産階層の中に，明治14年の蚕種製造

業者村岡久平がいる。彼らのうち， 12戸，比率にして28%一蚕種掃立枚数42.

5枚，比率にして29%ーは，耕地所有高 1～ 8反未満の下層農民であるが，

残り大多数の26戸，比率にして60%一蚕種掃立枚数87.5枚，比率にして60%

ーが， 8反以上2町未満の中位農民であった。中規模養蚕経営の 9割弱が中

・下層農民である。上記の小・中規模養蚕経営で，新戒村養蚕農家の76%,

全蚕種掃立枚数の67%をそれぞれ占める。以下，掃立蚕種 1枚未満の零細養

蚕経営は24戸（蚕種掃立枚数11.1枚）で，総数の14%（全蚕種掃立枚数の 3

%）を占める。彼らのうち， 16戸，比率にして67%一蚕種掃立枚数7.45枚，

比率にして67%ーが，耕地所有高 l～ 8反未満の下層農民であり， 6戸（比

率にして25%）一蚕種掃立枚数2.65枚，比率にして24%ーが耕地所有高 1反

未満の零細農民及び無所有農民である。残り 2戸，比率にして 8%が耕地所

有高 8反以上2町未満の中位農民である。 2町以上の上層農民はこの生産階

層にはいない。次に，掃立蚕種5枚以上の大規模養蚕経営が19戸（蚕種掃立

枚数136.5枚）で，総数の11%（全蚕種掃立枚数の31%）を占める。彼らの

うち， 10戸，比率にして53%ー蚕種掃立枚数75.5枚，比率にして55%ーが，

耕地所有高 2町以上の上層農民であって，残り 6戸，比率にして32%一蚕種

掃立枚数43枚，比率にして32%ーが耕地所有高8反以上2町未満の中佐農民

で，下層以下の農民は 3戸にとどまる。大規模養蚕経営の84%が上・中層農

民であった。蚕種10枚掃立ての最大の養蚕農民は荒木常四郎の外に，石川唯

三郎，木村利平，大海波登文治，剣持藤九郎の合わせて 5名で，このうち前

3名は明治14年の蚕種製造業者である。また蚕種掃立 5～ 10枚未満の生産階

層には，明治14年の蚕種製造業者の村岡嘉平，荒木八郎次，福島源三，持田

代十郎，荻野清吉，鵜殿三郎九を含む。大規模養蚕経営の中には，蚕種製造

を専門とする種繭養蚕と生糸原料向の糸繭養蚕が，略相半ばして混在するよ

うである。最大規模経営ほど，蚕種製造を専門とする場合が多く，小・中規
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模経営は糸繭養蚕と考えてよいようである。

新戒村の養蚕規模は，耕地所有面積が大きくなるにつれて拡大する傾向に

ある。養蚕農家175戸のうち，その主な担い手である下層農民（85戸）と中

位農民（52戸）の大部分（114戸，比率にして86%）が，掃立蚕種 1～ 5枚

未満の小・中規模養蚕経営であった。とりわけ中位農民の掃立量は，全蚕種

掃立枚数の 4割弱を占め，下層農民の 3割強を上回る数値を示す。また下層

農民の 7割弱が小規模養蚕経営で，閉じ＜ 2割弱が零細養蚕経営である。中

佐農民の 5割が中規模養蚕経営であり，閉じく 3割強が小規模養蚕経営であ

る。耕地所有高 1反未満の零細農民及ぴ土地無所有農民の養蚕経営は20戸に

すぎない。養蚕経営は原則として桑作経営を併せ営むことによる。養蚕業を

営む上層農民の約3分の 2が大規模養蚕経営であった。とりわけ最上層農の

養蚕農民の 8割は大規模養蚕経営である。

同時期の埼玉県の平均的養蚕農民像を略映し出すと思われる秩父地方の蒔

田村一養蚕農家 1戸当たり平均掃立枚数1.9枚ーでは，養蚕農家の約70%は

掃立量1～ 3枚未満の小規模養蚕経営であった問。新戒村の場合，中位農民

による中規模養蚕経営の比重が高い。新戒村の養蚕農民像は，先進養蚕地方

の一典型を示すといえよう。

新戒村養蚕業は，蚕種輸出の衰退に伴う輸出向蚕種生産から製糸原料用糸

繭生産への転換の中で，明治8年当時の蚕種生産者層と同様に，中・下層農

民を生産主体として零細農民から最上層農民まで含む構成をとっていた。こ

こに，新戒村農民の蚕種生産者から糸繭生産者への直接的移行を窺うことが

できる。

次に，成塚村では，明治16年に，養蚕戸数（春蚕戸数，以下問）は54戸，

蚕種掃立枚数（春蚕，以下同） 155. 7枚であった。明治20年の成塚村総戸数

80戸を指標にとれば，養蚕戸数の比率（対総戸数比）は68%にのぼる。明治

23年 r水災被害免税地調』（新会村役場）によれば，成塚村の戸数は62戸で

ある。この戸数を資料の性質上，農業戸数とすれば，養蚕戸数の比率（対農
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業戸数比）は87%になる。新戒村と同様に，成塚村農民の大部分が養蚕業を

営んでいたと考えられる。

成塚村養蚕業は，河田三称の蚕種掃立枚数15枚を筆頭に，最少掃立枚数0.1

枚，養蚕農家 1戸当たり平均掃立枚数2.88枚である。前述の知き自桑主義を

とるならば，蚕種目枚掃立の養蚕農民河田三称は，桑園 1町5反歩を経営し

ていたことになる。成塚村の養蚕経営規模は，新戒村を上回る。

成塚村養蚕農家54戸（全蚕種掃立枚数155.7枚）のうち，掃立蚕種1～ 3

枚未満の小規模養蚕経営は25戸（蚕種掃立枚数37枚）で，比率にして 5割弱

の46%（全蚕種掃立枚数の24%）を占める。次いで多いのが，掃立蚕種3～

5枚未満の中規模養蚕経営で11戸（蚕種掃立枚数36.5枚），総数の20%（全

蚕種掃立枚数の23%）を占める。上記掃立蚕種 1～ 5枚未満の小・中規模養

蚕経営が，成塚村養蚕農家の 3分の 2を占め．新戒村の場合よりもややこの

割合が低いものの，新戒村と略同様の養蚕規模構成をとる。ただし，これを

掃立量からみると，成塚村の小・中規模養蚕経営の掃立枚数（73.5枚，比率

にして47%）は新戒村とは異なり．過半を占めず，構成比を下げている。以

下，掃立蚕種5枚以上の大規模養蚕経営は11戸（蚕種掃立枚数80枚）で，総

数の20%（全蚕種掃立枚数の51%）を占める。成塚村の養蚕規模が新戒村の

それを上回るのは，大規模養蚕経営農家の掃立量が相対的に多いことに由来

する。そして，掃立蚕種1枚未満の零細養蚕経営が7戸（蚕種掃立枚数2.2 

枚）で，総数の13%（全蚕種掃立枚数の 1%）を占める。蚕種掃立 5～ 15の

生産階層の中には，明治14年蚕種製造業者の河田三称，川田兵治，栗原貞七，

川田幸四郎，栗原庄五郎，正田友八の6名がいる。この6名で，大規模養蚕

農家の過半を占める。大規模養蚕経営の中には．新戒村同様，種繭養蚕と糸

繭養蚕が相半ばして存在する。最大規模経営は，蚕種製造を専門とする者の

みである。また蚕種掃立3～ 5枚未満の生産階層の中には．明治14年の蚕種

製造業者の河田角二郎，正田鉄五郎の 2名を含む。中規模養蚕経営の圧倒的

部分と小規模・零細養蚕経営のすべてが，糸繭養蚕ということになる。
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当地域の製糸業は「本村内女子ハ養蚕ヲ終レパ糸挽トイヒテ坐繰リニテ生

糸ヲ取」51】る農家副業生産であった。生糸の産額は僅かで，明治8年に新戒

村では12貫，高島村6.5貫， ’成塚村525匁にすぎない。 1戸当たりの生産量は

僅か50匁以下足らずである。新戒村は，不況期の明治17年に至っては 4貫の

生糸生産にとどまる。絹織物についても同様に，零細な家内工業による農間

副業の域を出ない問。個別の生産者例として，高島村の正田善蔵家では，従

来の蚕種製造から糸繭生産への転換期にあたる明治13年に，生糸の繰糸工程

は自家製糸以外では，高島村と成塚村に賃挽きに出している。同年7月末よ

り11月初旬まで，糸取賃として賃挽人3名に合わせて 4円50銭を支払った日）。

高島村の賃挽人は，正田家と小作関係にある下層農民である。絹織物に関し

ては，正田家は明治13年に生絹10疋を生産しており，このうち 5疋を秋期に

自家製織し，残り 5疋を成塚村と近村戸森村に賃織に出している。生絹 2疋

の織賃として 1名に 1円を 9月23日に支払い，また閉じく生絹織賃として10

月13日に 2名に合わせて 2円35銭を支払っている。正国家では生絹のほかに

太織を生産しているが，太織5疋の生産は専ら晩秋から冬季の農閑期に自家

製織されたようである。正国家の製糸・製織共に，一部に問屋制前貸の形態

つまり賃挽き・賃織の新たな生産展開がみられる。

養蚕農民の自家製糸＝農家副業生産を越える製糸業の展開が当地域にみら

れた。蚕種副総代（後に大総代）として「武蔵種ノ品位ヲ進メ」，「優ニ良品

製造家ノ域ニ達シ年々一千有余ノ種額ヲ産出シ／4）た新戒村の村岡嘉平は，

松方デフレ期終盤ー企業勃興期の開始前年ーに，米国輸出向製糸業を開始し

た。村岡嘉平は，明治20年共進会提出の『生糸申告書』55）の「業務沿革及ヒ

出品主ノ履歴」の中で，「旧来蚕種製造ノ業ニ従事有之一昨明治18年ヨリ余

暇製糸ヲ創業シ小上ケ枠ヲ奥シ本年ニ至20マドノ揚ケ器械場ヲ建築シ製糸ノ

業ヲ盛ニセン事ヲ熱心シ去月中深谷共進会ニ出品6等賞下付后来一層進テ上

等品ヲ製ン事ヲ希」うと述べている。明治14年に村内第 2住の蚕種産額を有

した蚕種製造業者・村岡嘉平は，蚕種輸出の途絶と共に，蚕種家から製糸家
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第3表村岡嘉平の製糸内容（明治18～20年）

明治18(1885）年 明治19(1886）年 明治20(1887）年

元繭1斗5升の糸目 195目 195目 200目

同 上 代 価 5円57銭 5円85銭 6円

使役人数（男・女） 10人 12人 22人

生糸百斤の入費 104円 105円 107円

1ヶ年製糸高 30貫目 33貧600目 90貫目

就 業 日 数 100日 120日 150日

生糸売上代金 l, 102円10銭 l, 344円 3,466円

売 先 米 国 直 輪 出

（資料） 明治20年「製糸計算」（r明治22年6月諸用綴込』新会村役場）より作成。

への転進をはかったのである。第 3表に示すように，村岡嘉平は明治18年に

製糸業を創業し，製糸高は明治18年に年間30貫，同1~.年33貫600目，同20年
には逸早く 3倍の90貫に拡大する。この製糸高は，過去の 3ケ村（新戒村，

高島村，成塚村）の生糸製造高を上回る。操業日数・使役人数は，製糸高の

増大に見合う形で，明治18～20年にそれぞれ100日・ 10人， 120日・ 12人， 150

日・ 22人と順調に延長・増加した。製糸形態については，「業務沿革」の中

に創業時より「小上ケ枠ヲ興シ」とあるように，繰糸工程を集中作業場にて

行う製糸工場ではなく一村岡嘉平経営の座繰製糸工場（又は器械製糸工場）

は，官庁資料（埼玉県統計書，全国製糸工場調査表等）においても確認でき

ないー，村岡嘉平家の自家産繭若しくは購入繭を自家製糸や賃挽きにて生産

・集荷し，仕上工程＝揚返工程を管理・経営する製糸経営一資料上，買取糸

とその再繰はみられないーであったと思われる。村岡嘉平はすでに指摘した

ように，明治16年に蚕種9.5枚を掃立てた大規模養蚕家であり，この掃立高

から収繭量を見積もると九そ130貫弱S叫になる。明治18年以降も同様の蚕種

掃立高・収繭量とすれば，各年の「元繭 1キ5升の糸目」から換算して，明
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治18～20年の推定使用繭量はそれぞれ230貫余， 258貫余， 675貫となる。明

治18, 19年には，自家産繭に略等しい100貫以上の繭を購入しなければなら

ず，実際村岡嘉平は史挙ト営業調個票ーの上で確認できる限り，明治20, 21 

年に糸繭却売商として営業しており，自家産繭の不足分を購入繭に依存して

いたと考えられる。賃挽人の数は，家族労働力を含めおそらく 10-30人を必

要としていたであろう。「使役人」は主に揚返男・女工と考えられる。賃挽

人の階層に関しては，群馬県の江原家＝天原社や星野家の例57）から，また正

田家の上記事例からも，新戒村内外の小作貧農層，零細・下層農民層であっ

たと推測される。利益総額を算出すると，明治18～ 20年にそれぞれ50円余，

115円余， 164円余であり 58），これを生糸 1貫当たり利益額に換算すると，凡

そ1円67銭， 3円44銭， l円82銭になる。利益率の変動が激ししその中で

明治19年の利益率はとぴぬけて高く，前年の2倍以上にのぽる。この年の高

利潤を受けて，翌年に20窓の揚返器械場を建築し，事業の拡大をはかったの

であろう。明治20年のこの揚返場建築を契機として，就業回数の延長や揚返

男・女工の倍増，原料繭・製糸高（・額）の 3倍増を実現したが，糸価は不

安定で，明治20年には前年に比べ生糸 1貫当たり約 1円50銭の下落をみた。

その一方で，繭価及びその他の費用は上昇し，その結果生糸 1貫当たりの利

益額は前年比半落する。村岡嘉平の明治19年の糸価40円（生糸 l貫当たり）

に対し，正田善蔵家の生糸売却代金は同年36円強 (-1貫当たり）にとどまる。

この価格差は，村岡家の改良座繰製糸と正国家の座繰製糸の違いによるもの

であろう。

生糸の売却先は「米国直輸」出であり，既述の蚕種販売結社・有志会社の

場合よりもさらに一歩進め，製品を直接米国機業地に売り渡す（直輸出商社

を介したアメリカ市場向の）流通ルートを製糸業制業以来の目的としていた。

「有志会社」設立以来の横浜生糸売込商体制に対する不信と拒絶意識の根深

きを示すものといえよう。深谷共進会において，村岡嘉平出品の生糸が6等

賞を受賞したことは，一定の生糸品位を保持していたことを立証するが，ヨ
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明治前期における蚕糸業の生産構造と流通機構

ーロッパ市場向の高級絹織物用経糸としては不向きであろう。村岡嘉平は，

明治23年に開催の第 3囲内国勧業博覧会（開催地：東京上野）に新会村から

日佐一生糸を出品するが，受賞するには至らなかった。村岡嘉平が製糸業を始

める前年の明治17年は，これまで日本生糸の主たる輸出先がフランスを中心

とするヨーロッパ市場から，太糸を主とするアメリカ市場に転換し始める年

であった問。こうした日本の生糸輸出動向の背景には，日本の座繰製糸業が

仕上工程＝揚返工程を中心に大幅に改良された，いわゆる改良座繰の進展に

よって，座繰製糸の段階にとどまる清国糸に代わってアメリカ市場に盛んに

輸出されるようになったのである。村岡嘉平の賃挽商人経営においても，仕

上工程＝揚返工程の改良のために「小上ケ枠ヲ興」すにとどまらず，さらに

進んで揚返器械場を建築し，一層の「上等品」を製出しようと努めた。埼玉

県令白根多助は，すでに明治13年に座繰製糸の改良を諭達している。

村岡嘉平の製糸業＝賃挽商人経営（一改良座繰製糸経営）がいつまで存続

したかは明らかではないが一明治末年の新会村報告書の職業別戸数欄に独立

生糸製造業者は 1名も存在しない一，その前途は明るいものではなかったと

いえよう。明治23年には世界不況のため日本の輸出生糸が前年比半減するほ

か，揚返器械場の建築費負担と糸価の不安定及び生糸代金の延べ払いや購入

繭価とその他の費用の上昇に加えて，村岡嘉平の製糸業開始と同じ明治18年

に江原家・天原社の武州繭仕込の拠点の 1つとして高島村が新たに登場する

ようになる。天原社は，村岡嘉平の生糸原料繭量を遥かに上回る繭購入を行

うようになり，天原社閉鎖まで続く。村岡嘉平の賃挽経営と天原社は，当初

より購入繭をめぐり対立関係にあるということができ，この対立の帰趨は，

売込問屋からの荷為替金融と江原家の設立に係わる金融機関からの金融的パ

ック・アップによって，経営活動を支えられた天原社に有利に展開したであ

ろうことは想像に難くない。さらに明治10年代末から，長野県諏訪郡製糸家

が大量の生糸原料繭を求めて，埼玉県地方への進出が始まり，地元製糸業の

経営を圧迫するようにもなる。
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( 2) 繭・生糸・絹織物の流通機構

前述したように，新戒村の輸出向蚕種生産は，明治10年代中頃に大きな転

機を迎えることになるが，折しも明治15年2月に村岡久平を代表とする行正

社（資本金1万円）が新戒村に設立された60）。社員は新戒村では村岡久平の

ほかに，田部井孫一郎・正田宗次・正田常三九・小暮留吉・塩原林蔵，高島

村一梅沢利喜次郎・伊丹平太郎・久保田文吉，成塚村一茂呂周太郎，高畑村

一田村仲次郎，新井村一斉藤東八，沼尻村一大野文五郎，外に岡野某（喜作

カ）・篠原某（半平カ）一両名共，新戒村民と思われる一以上15名。行正社

員は，新戒村を中心に周辺5ケ村に及ぶ。

行正社は「今般私共相商リ各自従来ノ営業ヲ一括シ短長相補テ有無相通シ

地方物産ノ蕃殖ヲ目的トシ」て設立された「製造品改良及売買会社」である。

社則等を欠くため営業活動の具体的内容を知ることはできないが，同社は『明

治16年勧業概況』中の「管内諸会社一覧表」営業欄に「繭糸外7業」とあり，

また明治17年に村岡久平は「糸繭仲買商」61）であることや明治20年の営業調

個栗によると，新戒村の小暮留吉及び高畑村の田村仲次郎など聞が「糸繭却

売商」であり，また岡部弁孫一郎が「蚕種・青物小売商」，塩原林蔵が「蚕

種小売商」であることなどから，行正社は糸繭類の売買を中心とした結社と

考えてよいようである。新戒村の行正社員 8名のうち，村岡久平，田部弁孫

一郎，塩原林蔵の 3名は，明治16年に春蚕をそれぞれ4枚， 3枚， 2枚を掃

立ている養蚕農民であるが，他の 5名は非養蚕農民である63）。養蚕・非養蚕

農民と階層との関係からすれば，後述するように行正社は，下層・零細養蚕

農民と零細・無所有非養蚕農民によって組織された糸繭商結社であるといえ

る。『明治17年 1月改メ 営業雑種人名調書』によれば，行正社の営業金額

は， 3,404円10銭にのぼり，活発な営業活動を展開していたことを窺わせる。

行正社・社長村岡久平は，明治14年に蚕種284枚を製造した蚕種製造業者
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明治前期における蚕糸業の生産構造と流通機構

であった。村岡久平の村内外繭糸業者等の糾合による繭糸会社設立は，前記

有志会社の帰趨に示される，村内の蚕種生産と直輸出の一大転換期における

蚕種製造業者主導のー形態一村岡嘉平の製糸経営と高湾精蚕会社創設者の飯

島忠太郎による，後述の倫明社設立と共にーを示すものといえよう。

行正社員の階層に関しては，新戒・高島両村民について判明する。明治14

年に新戒村の村岡久平の畑反別は 5反8畝22歩，田部井孫一郎 6反8畝18歩，

小暮留吉2反 7畝，塩原林蔵 1反5畝5歩である6叫。典拠史料が不完全なた

め，新戒村の他の行正社加盟社員 4名，つまり正田宗次，正田常三九，篠原

半平，岡野喜作の畑反別は明らかでないが，明治11年においてはこの 4名共，

土地無所有農民である65＼ただし，岡野喜作は明治16年に畑反別 2反5畝15

歩を所有している66）。岡野元太郎家からの分家（・分地）と思われる。また

正田常三九（三九＝作）が正田恒作とすれば，明治14年に畑3反9畝15歩を

所有する 67）。高島村については，明治15年に久保田文吉が1町8畝12歩．伊

丹平太郎は 2反3畝 1歩，梅沢利喜次郎は 7畝25歩をそれぞれ所有する問。

行正社員は，上・中層農民は極めて限ら札， 8反歩未満の下層農中心，中で

も3反歩未満の零細農及び無所有農民が多い。行正社は下層農民指導の，零

細・無所有農民を包含する構成であったようである。行正社は，零細農中心

の構成による経営基盤の脆弱性を露呈し，松方デフレ期真只中の明治17年に

解散の憂目をみている刷。

新戒村に設置の行正社以外に，当該地域の村民加盟の倫明社（資本金2千

5百円）が，明治13年7月に隣村上敷免村に組織されている70）。傭明社は「私

共従来営シ来リ候繭糸絹織物商業今般更ニ同盟結社シ協力シテ書面之金額ヲ

醜シ……該社ヲシテ漸次旺盛ニ赴カシメ営業上確実ニナラン事ヲ」目的に設

立された糸繭商結社である。同社員の新戒村・岡野元太郎は，糸繭商兼業生

産者として，明治16年に春蚕 4枚を掃立てる一方で，明治20,21年にはそれ

ぞれ115円50銭， 130円50銭の糸繭取引を行っている。同社員である高島村の

飯島忠太郎は，高濃精蚕会社の創設者の 1人である。
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倫明社は，明戸村の茂木繁三郎を社長に，上敷免村の高田弥平を副社長と

して，幹事を上敷免村，沼尻村，石塚村，高島村各村に 1名ずつ置いて設立

された。社員は，新戒村1名（岡野元太郎），高島村3名（持田太仲次，飯

島忠太郎，久保田四郎次）のほかに，高畑村2名，明戸村5名71），上敷免村

5名，沼尻村4名，石塚村4名，新井村2名，上増田村4名の8ケ村30名か

らなる構成である。

倫明社員の階層は，新戒村，高島村の加盟者と上敷免村及び新井村の一部

加盟者について明らかにできる。新戒村の岡野元太郎の畑反別は 1町6反3

畝13歩，高島村の持田太仲次は 1町4畝16歩，飯島忠太郎 1町8反6畝20歩，

久保田四郎次l町7反3畝17歩をそれぞれ所有する7九何れも 1町歩以上を

所有する村内上層農民である。上敷免村の副社長・高田弥平は耕・宅地4町

9反9畝 3歩，山林1畝23歩，新井村の斉藤仙太郎は耕・宅地11町4反7畝

18歩，山林1町1畝 8歩をそれぞれ所有する村内最上層農である明。新戒村，

高島村2村ほかの傭明社員の土地所有高を見る限り，下層農中心の行正社と

は異なり，倫明社は中・上層農主体の構成であったと考えられる。傭明社は，

松方デフレ期を乗り切って存続した刊｝。この強固な経営基盤は中・上層農を

主体とする結社であった点じ求められよう。

糸繭商結祉の設立は，行正社，傭明社以外にも広〈，榛沢郡（繭盛商社，

絹盛社，噴盛社，広益商社，協琢会社，研精社，原蚕社，原桑社，競精会社，

共研社など），入間郡（川越糸繭会社，共盛社，永久物産会社など），幡羅郡

（関東社，浩益社，栄商社，盛産社など），児玉郡（商育社，拡益社など），

大里郡（有信社，倍盛社など），男会郡（宝栄社など），高麗郡（治産会社な

ど），北埼玉郡（漸進社など）等の県下諸村に亘るものであゥた。

糸繭商結社設立の背景には，埼玉県産繭糸を「上州又ハ八王子等ノ商佑ニ

売ルヲ例トセリ其年額モ亦少カラス」75），「困難ニ乗シ十把一束ニ地方ノ良繭

ヲ買収シ」たり，また「当地之相場も何分にも富岡買入外ニ大間々辺之小商

人入込買あり……上物斗リ買入仕候」76）とあるように，近隣諸県の有力な糸
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繭商人が産繭期に優良繭を買占める77）ことで，県内に良繭不足・糸繭相場の

不安定等を引き起こし，在地弱小糸繭商の経営を圧迫した事実をあげること

ができる。村方の糸繭商経営を圧迫したのは，県外の糸繭商人だけではなく，

特権的商人の系譜を引き，震々県外の有力糸縞商・生糸商等と結んだ県内の

町方糸繭商も同様であった。後述するように，在村糸繭商は，従来屡々養蚕

農民と町方糸繭仲買商との聞の仲介者的地位を甘受せざるをえない立場にあ

った。在村糸繭商にとって，購繭をめぐる対立の先鋭化に伴い，県内外の町

方糸繭商の呪縛と従属的地佐からの解放が姐上にのぼることになる。

こうして，県内外の町方商人の挟撃を受けた在地の零細糸繭商は，「近来

価格ノ高低ニ依リ渡世向ハ勉励スト雄モ終ニ損害ヲ醸シ資本乏敷シテ当今独

立渡世営ミ候儀難及」く，「各自従来ノ営業ヲ一括シ短長相補テ」，「同盟結

社シ協力シテ……営業上確実ニナラン事ヲ」閣はかる必要に迫られた。つま

り，彼らは，行正社，倫明社等の糸繭商結社の設立によって，従来の孤立・

分散的な糸繭の購入・販売のあり方を改め，結社を通じて糸繭流通機構を再

編し，他方では資金の集中・融通によって営業を安定させることを意図した

のである。行正社，倫明社所属の各社員の繭糸売買活動については，後述す

る正田家文書を通じてその一端を明らかにすることができる。

明治初期に蚕種輸出が減退する一方で，生糸輸出が本格化するに伴い，崎

玉県内各地で県外製糸家・生糸商による購繭活動があったことは知られてい

る。例えば，埼玉県を「繭ノ定買場」とする富岡製糸場は，明治初年より在

地問屋を介した繭買入所・出張所を当地近郊の明戸，深谷及ぴ本庄，熊谷，

妻沼，鴻巣各地に設けて，繭質に応じた繭価を設定し，盛んに購繭活動を行

っていた79)0 また前橋の製糸家，例えば交水社所属の製糸家が，明治10年代

から深谷，熊谷方面にて共同購繭を行ったり叫巨大生糸商江原家（天原社）

は買継糸，中でも賃挽糸用原料繭を在地繭問屋を介して，埼玉県北部から多

量に仕入れていた。高島村は，天原社の埼玉県北部の繭購入の重要拠点、の 1

っとして，明治18年以降登場するようになる。次いで，長野県製糸家，就中
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諏訪郡製糸家は明治10年代末以降，埼玉県地方へ進出し，大量の繭購入を行

うに至る81)。明治30年頃，本庄，熊谷，深谷，鴻巣は埼玉県繭取引の 4大市

場と称されるまでになる。

製糸家の購繭活動の活発化に伴い一他方で，養蚕業の興隆が進む中で一，

養蚕地帯各地に各種の繭商人が生まれ，この新興輯商人を中心に，県内外の

町方糸繭商，有力糸繭商の支配する旧流通ルートに対抗して，県内外の製糸

家に連なる新たな流通ルートが形成されるようになることはすでにふれた。

そこで，具体的に，正田善蔵家の『金銀出入覚帳』.r確証記』から，当該地

の繭糸等の流通ルートを瞥見することにしよう。正国家では，明治 5年に，

蚕種製造後の出殻繭と生糸を中瀬村の「角文」に売り渡している。中瀬村は，

上利根川筋の武州の河岸場の中で最も盛んであった中瀬河岸を有し，文政5

年に在籍船数は101隻，中でも百石以上の船が多くあった82）。文政6年には

六斎市の立つ仲仙道深谷宿との間で新市場をめぐる争いを起こしている83）。

この争いは，新興の在郷商人の台頭によって権益を侵された特権的商人との

対立である。この 1件には絹，太織物，生糸，繭などが登場している。中瀕

村は，利根川の船運により物資の集散地として活況を呈し，江戸時代後期に

は町場化しており，中瀬河岸場を中心に船問屋，旅龍，小料理店，居酒屋，

雑貨商，船頭，船人夫など雑多な業種が軒を並べ，商工業が栄えていたとい

う。明治8～12年にかけて，正国家は，出殻繭・生繭を主に本庄町（中仙道

の宿場・市場町），深谷町（中仙道の街場・市場町），ー武州・上州絹市場取

引高書上（高野家文書）によれば，安永末期に本庄六斎市にて絹5千疋，太

織 1千疋，生糸5千貫，真綿5千貫，深谷六斎市にて絹4千疋，生糸2千貫

を取引していた一，群馬県尾島町（例幣使街道の宿場・市場町）及ぴ尾島町

近辺の前島村・前小屋村一上利根川筋の上州の河岸場＝前島河岸をかかえる

村々ーに販売し，村内及ぴ隣村への売却は僅かである。明治 9年の尾島町商

人への売却は，福田喜兵衛・芳沢喜平両人の「乗合」によるものである。正

田家は，明治12年に，後に行正社創設に参画する新井村の斉藤東八外1名を
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世話人として，本庄町の繭問屋へ売却する。この時点において，繭問屋＝仲

買人従属の小商人として現れる斉藤東八は，行正社の設立を契機として，繭

問屋＝仲買人従属から脱して，仲買人として自立性を高めることになる。明

治13年以降，繭・生糸・絹織物の販売先は，主に村内及ぴ隣村に集中する。

明治13年に，繭を深谷町の今井嘉一郎に販売するほかは，繭その他を高島村

の久保田四郎次・伊丹平太郎，新戒村の岡野元太郎・正田常作，沼尻村の大

野文五郎等周辺村方に売却している。久保田四郎次，岡野元太郎は修明社員

であり，伊丹平太郎，正田常作，大野文五郎は行正社員である。町方の糸繭

商人に代わって，倫明社及ぴ後に行正社に加盟する糸繭商の取引が，明治13

年より顕著となる。明治16～23年にかけて，糸繭類販売の大部分を占める生

繭については，明治16年に，新戒村の横田屋にその 3分の 2を，尾島町商人

に3分の 1をそれぞれ売却し，明治19年には，新戒村の横田屋，高島村の飯

島忠太郎・久保田四郎次84）等に凡そ 3分の2を，前橋商人に 3分の 1をそれ

ぞれ売り渡す。飯島忠太郎85）は，久保田四郎次と共に倫明社加盟社員である。

明治13年に引続き，明治16年以降正田家の繭等販売先は，主として村内及び

新戒村の糸繭商に集約され，明治23年にはこの傾向はさらに強まり，生舗を

高島村の久保田四郎次のみに売却じ，町方仲買商は販売対象として現れない。

在方仲買人の繭流通過程への進出が著しい。

当地域では，正国家の繭糸販売先を例にとるならば，明治初年に産繭は主

に当地近郊の尾島及び深谷・本庄等の特権商人の系譜をひく町方商人の手を

経て流通していたが，その後，明治10年代半ば以降，生糸輸出の増大に伴う

原料繭の需要増加を背景に，養蚕農民の繭糸生産の拡大一蚕種製造に代わり

ーに伴った在方糸繭商の族生，さらには蚕種製造業者等指導の繭糸売買会社

・組合の結成を通じて糸繭流通機構を再編し，資金の集中・融通による営業

の安定をはかった結果，町方仲買人は次第に後退し，在方仲買人の取引優位

が確立するようになる。明治10年代末に，前橋の有力商人86）の参入が新たに

始まるものの，引続き在方仲買人の優位は基本的に変わらずに，養蚕農民→
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在方仲買人→繭問屋→製糸家という繭の流通ルートが，町方商人との事L擦を

伴いながら，築かれていたものと思われる。明治30年代に，製糸家が繭問屋

を介して，直接養蚕農民と繭取引を行うようになると，在方仲買人の活動の

場は次第に制約されるようになる87)0 正国家では，明治30年代以降，在方仲

買人を経ない繭問屋への直接販売が多くなる。

おわりに

本稿では幕末開港後，逸早く有数の新興蚕種生産地帯を形成する埼玉県北

部農村を事例として，明治前期における蚕糸業の生産構造と流通機構につい

て考察してきた。最後に検討結果を整理して，小稿の結びとしよう。

幕末開港後，蚕種輸出の盛況に伴い新興蚕種生産地帯として急激に発展し

た利根川流域の蚕種主産地に属す埼玉県榛沢郡新戒村旧三村（新戒村，高島

村，成塚村），中でも新戒村の蚕種業は，蚕種生産者に零細農を欠く下・中

層農中心の構造をとるが，上層農民を主とする少数の上住生産者が全生産高

の6割を占める上住生産者指導型の蚕種生産構造であった。ヨーロッパ蚕種

市場の回復と蚕種供給過剰から，明治8年にはすでに上・中位農民の一部に

販売用蚕種製造を中断し，蚕種業からの後退がみられた。明治10年頃を境と

して蚕種輸出が減少の一途をたどると共に，当地域の蚕種業は蚕種生産者が

大幅に減少する中で，就中下・中層農が蚕種業から撤退して，繭生産者化す

る一方で，上層農主体の蚕種専業化の確立つまり主に大規模輸出向蚕種生産

が進行する。圏内向蚕種生産については，明治8年に輸出蚕種に匹敵するほ

どの産額であったが，国内市場基盤の弱体，つまり「得意先種場」＝養蚕農

民確保の不十分さから，蚕種商支配の流通過程に組み込まれ，蚕種商人の従

属下にあったために蚕種輸出の急落期に輸出向蚕種生産から囲内向蚕種生産

への転換は容易ではなかった。極一部の蚕種家によって，圏内向蚕種生産が

僅かに行われるにすぎなかった。
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蚕種輸出の激変期に，原料の選択から掃立・飼育・製種までの蚕種生産を

統制し，品種の改良・統一，あるいは販売までを行う会社組織が作られるよ

うになる。明治11年高島村に輸出向蚕種生産者による高濡精蚕会社が創設さ

れ，翌12年には新戒村に同様の会社の設置をみた。さらには，当該周辺諸村

の蚕種製造家をも加入する蚕種輸出会社「有志会社」（および横浜出張所）

が組織されて，蚕種仲買・輸出商人への従属を脱して直接外商へ販売する直

輸出ルートを積極的に構築していく。横浜売込商体制への対抗である。

明治10年代中頃の新戒村一高島村，成塚村も同様にーでは，蚕種業に代わ

り養蚕（＝繭生産）業が農業経営の主軸としての地位を確立するようになる。

蚕種輸出の急減期における蚕種業からの大幅な後退は，養蚕業の縮小につな

がるものではなかった。養蚕規模は主要養蚕県平均を上回るほどで，養蚕主

業経営若しくは養蚕専業経営すらも一部に出現し，蚕種業よりもさらに多く

の村民を巻き込んだ下・中層農民中心の養蚕業の展開が広くみられた。当地

域は先進養蚕地域といえる。この大量かつ品質的に優れた繭をめぐり，新戒

村に蚕種製造業者であった村岡久平を代表とする糸繭商結社＝行正社が設立

された。また隣村上敷免村に新戒・高島両村民も加入する糸繭商結社＝倫明

社が組織される。糸繭商会社の結成は行正社・倫明社両社にとどまらず，県

下各地に族生する。この糸繭商結社設立の目的は，繭市場をめぐって特権的

商人の系譜をひく町方糸繭商・県外有力商人に対抗して，新興の在方糸繭商

人を中心に結社を通じて糸繭流通機構を再編し，他方では資金の集中・融通

によって営業を安定させることにあった。この結果，町方仲買人は次第に後

退し，在方仲買人の取引優位が確立するようになる。

当地域の製糸業は，従来絹織物（生絹，太織）業と共に農家副業生産の域

を出なかったが，養蚕農民の自家製糸，僅かな賃挽製糸＝零細な家内工業を

越える製糸業一揚返器械場を備えた改良座繰製糸経営としてーの展開が，曾

ての蚕種製造家・村岡嘉平によって明治18年より創業する。この製造生糸は，

横浜売込商体制に対抗し，アメリカ市場向けの直輸出ルートを創業当初より
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目途としていた。

かくして，生糸貿易の推進にもとづく農民経済の新たな進展，養蚕業中心

の農業構造への転換に伴って，有力な旧蚕種製造家の指導によって，また旧

蚕種製造家自身によって繭と生糸の流通ルートの変革が，蚕種輸出ルートの

開拓ー「有志会社」にみるーと同様に，明治10年代に相次いで生ずることに

なったのである。

蚕種輸出会社，糸繭商会社，直輸出荷主に関する研究は，漸く緒についた

ばかりであるといっても過言ではないであろう 88＼県内各地に散在したこれ

ら会社，商人，生産者の実態究明を行うための史料発掘とその経営内容の分

析については今後の課題としたい。

1 ) 大石嘉一郎「明治前期における蚕種業の発展と地主務lj」（高橋幸八郎・古

島敏雄編『養蚕業の発達と地主備IJ』御茶の水書房， 1959年）。庄司吉之助『明

治維新と経済構造』御茶の水書房， 1954年。同『近世養蚕業発達史』御茶の

水書房， 1964年。江波戸昭『蚕糸業地主義の経済地理学的研究』古今書院， 19

69年。大口勇次郎「幕末における蚕種業の発達と農村構造」（r土地制度史学』

第19号， 1963年）。松村敏「養蚕業の発展と蚕種商人の動向」（『土地制度史

学』第104号， 1984年）。丑木幸男「島村の蚕種業」（湯浅正彦編『島村蚕種

業者の洋行日記』境町史資料集・第 4集（歴史編）. 1988年）参照。

2) 坂本博・大館右喜「明治初期における農民層分化とその性格について」（『埼

玉研究』第 6号， 1962年） 22ページ。

3) 本稿で使用する史料は，深谷市高島・正田警衛（故人）家文書である。

4) 小野文雄「県内物産市場の変遷について」（崎玉県商工部編『埼玉県商工

略史』埼玉県商工部， 1953年）参照。

5) 丹治健蔵「利根川水運と江戸地廻り経済の展開」（『埼玉史談』第31巻第 4

号、 1986年） 35-36ページ。

6) 拙稿「明治期における養蚕業の展開と養蚕技術の改善一埼玉県大里郡新会

村（旧三村）を事例としてー」（r埼玉県史研究』第14号， 1985年， 4ページ。

以下とくに断らない限り拙稿による。

7) 『明治9年金銀出入党帳』（正田家蔵）。

8) 今井五介 r日本蚕業発達史』片倉製糸紡績株式会社， 1927年， 27ページ。
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9) ri采谷市史』追補篇，深谷市役所， 1980年， 146ページ。

10) 古島敏雄『資本制生産の発展と地主制』御茶の水書房， 1963年， 296-298

ページ。

11) 『新篇埼玉県史』通史編5，埼玉県， 1988年， 187-188ページ。

12) 新井寿郎「埼玉県の養蚕地域の爽貌」（r埼玉大学紀要』社会科学篇，第12

巻， 1963年） 39ページ。

13) 仁村勉『埼玉県における蚕種製造業発達の沿革』 1983年， 4-6ページ。

14) 岡地方が蚕種盛業地であることは，原紙の面から粗製濫造を規制する目的

で明治5年11月に制定された蚕種原紙売制規則に基づき，原紙売捌所が信州

上回，岩代福島と共に武州深谷に設蜜されたことからも明らかである。

15) 新戒村は上新戒，中新戒，下新戒に分かれる。

16) 新戒村の上・中・下新成の各戸数は明らかではないが，昭和48年の自治会

別戸数調査によれば，各戸数の割合は上新戒53.2%，中新戒30%，下新戒16.

8%である（前掲『深谷市史』追補篇； 288ページ）。

17) r明治8年蚕種出来高取調帳』利棋川組第 4号（銀持家蔵）。

18) r明治11年地租金納高壱人別取調帳下書』新戒村（銀持家蔵）。新戒村の地

租 1円は， R各耕地（宅地合む） 1.17反に当たる。

19) r確証記』（正国家蔵）。正田家の明治7年の土地所有高は4町 1反 1畝11

歩である（r明治7年租税割付帳』高島村役場）。

20) 明治15年7月9日「蚕種製造組合設立願」矯玉県立末書館所蔵文書。

21) 次の浜売り蚕種仕切書には年度が欠けているが，同史料所収の r確証記』

に明治8年の蚕種・生繭・出殻繭等の売却記録の中に t蚕種九拾九紙代金

四拾壱円三十四銭六厘六毛持田勇次郎世話二而浜出シ分諸掛入費号｜」とあ

り，次の史料が明治8年のものであることは確かである。

一蚕種九拾九枚

五分五リ

壱ばん三十壱枚

此洋拾七枚、0五リ

四分五リ

弐ばん五十八枚

此洋弐拾六枚壱分

3己
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〆此洋四十三枚壱分五リ

銀五十九匁八分八リ 仕切

為金四拾三両 0六百三十七文

内金五雨三〆四百文諸櫛リ

壱枚ニ付六百文書割l

残金三十七両七〆弐百三十七文

一日本売 拾枚

此代金三両八〆五百文

内弐〆弐百七十文引 諸掛

壱枚ニ付弐百弐十七文書1]

残金三両六〆弐百三十文

二日

〆金四拾壱両三〆四百六十七文

右之通リ相渡申候也

第十一月十一日

正閏熊次郎殿

持田勇次郎

『確証記』（正国家文書）

22) 輸出蚕種売渡証券（写）

212 

一蚕種弐百拾五枚 輸出送リ証添

此代金四百五拾円四拾七銭五厘五毛

内金百五拾円也 本日受取候

残金三百円ト四拾七銭五厘五毛

来ル十月十日；取引之事

右蚕種示談之上代価取極内金義者前記

之通リ只今正ニ受取候処実明也残金之

儀ハ来ル十月十日売渡紙数食鮫見留印

被成候ハ‘荷物引答御渡可被成筈然ル

上ハ引換日限之何様直段相立候共さら

に苦情申問敷候高一残金波日限十日延

滞相成候ハ、内金百五拾円相渡可申筈

右取極篠約柳双方逮変申間敷候為是売

波証券差出候処依而如f牛



武州榛沢郡高島村

明治九年第九月三十日 製造者売渡人

正田熊次郎

新戒村

上州太田駅

武川六太郎殿

武州秋山郁

福田友胤殿

立会人

荻野清吉

『確証記』｛正国家文書）

23) 伏黒村の蚕種業に関しでは，前掲大石嘉一郎「明治前期における蚕種業の

発展と地主制」による。以下向。

24) 猪谷善一「明治初年に珍ける蚕種輸出」（『社会経済史学』第 6巻第10号，

1937年） 186ページ。

25) 湯浅隆「日本産蚕種輸出の前提条件」（『国立歴史民族博物館研究報告』第

16集， 1988年） 146, 152ページ。

26) 川事国愛郎『パストウール』岩波新書， 1967年， 113-137ページ参照。

27) Ir明治14年新戒村・成塚村蚕種製造高調』新戒村・成塚村速合戸長役場（深

谷市役所蔵）。

28) 村岡嘉平は，明治4年2月岩鼻県管下蚕種製造人組合：世話役，明治 5年3

月入間県蚕種副総代（後に大総代）就任。

29）注25）向。

30) 大正元年度『埼玉県蚕業取締事務成績』。

31) 前掲猪谷善一「明治初年に珍ける蚕種輸出」 207ページ。

32) 関根久蔵編『埼玉県蚕糸業史』埼玉県蚕糸業協会， 1960年， 507ページ。

33) 宮崎俊弥「蚕種輸出の盛衰と島村勧業会社」（地方史研究協議会編『内陸

の生活と文化』雄山閣， 1986年） 284← 286ページ。

34) 明治14年8月6日「高溶精蚕会社継続願ノf牛並う指令」埼玉県立文書館所

蔵文書。 r明治16年勧業概況』には，高島製蚕会社とある。

35) 明治14年7月23日「高湾精蚕会社継続御願」崎玉県立文書館所蔵文書。

36) 明治12年9月17日「蚕種製造会社結立願」埼玉県立文書館所蔵文書。
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37) 前掲宮崎俊弥「蚕種輸出の盛衰と島村勧業会社」 279, 288ー289ページ参

照。明治 7年に横浜売込商が中心となって蚕種44万枚が価格維持策として焼

、却されたのをはじめとして，同10, 11年にも多数の蚕種が廃棄された。この

横浜売込商の蚕種投棄策に対して明治10年10月埼玉・群馬の五蚕種組合が団

結して反対行動を起こし，蚕種販売の認可を求めて横浜区裁判所や東京の蚕

種会議局へ訴えた。こη訴えは受け入れられず，約7万枚の蚕種を廃棄せず

圏内向けに販売する。「有志会社」（横浜出張所）や島村勧業会社・東京出張

所の開設などの一連の動きは横浜売込商体制への対抗としてとらえることが

できる。こうした対抗は，広範囲に存在した可能性がある。

38) 橋本十郎太は，明治16年11月に深谷駅で開設の第2回蚕業集談会に参画し．

併設の繭品評会に出品している。また同氏は八基村収入役（明治23年3月22

日～明治31年3月20日）を歴任する。

39) 明治14年10月29日「会社出張所設立添翰願」埼玉県立文書館所蔵文書。

40) 弁川克彦「明治四年「蚕種三分一削減事件」について」（『横浜開港資料館

紀要』第 4号， 1986年） 31ページ，表 l参照。

41) 『機浜市史』第三巻上，横浜市， 1961年， 93ページ， 587ページ・第83表参

BB。

42) 「有志会社」出張所社長荒木勝彦は，荒木常四郎の弟又は息子と恩われる。

43) 吉岡重三編『八基村誌』八基村誌刊行会， 1962年，「村政年表」 385ページ

参照。

44) 鳥塚恵和男「『養蚕手引抄』成立の覚書」｛『埼玉研究』倉I］刊号， 1957年）

18ページ・第7表。

45) 埼玉県勧業課 r明治16年勧業概況』（『新編崎玉県史』資料編21所収入同

資料には，有志社とあるが有志会社と同ーと考えられる。

46) 『明治16年新戒村春蚕掃立高毎戸取調表』新戒村戸長役場（銀持家蔵）。

47) r明治23年水災被害免税地調』新会村役場によれば，同年の新戒村戸数は

215戸である。この戸数を農業戸数とすれば，養蚕戸数の比率（対農業戸数

比）は81%になる。明治33年の新会村の農業戸数は451戸，この対総戸数比

は88%であった（『第 1種統計綴』新会村役場）。

48) 前掲古島敏雄『資本制生産の発展と地主制』 420ページ，第Ill-5表参照。

なお，明治17年の埼玉県の養蚕農家 1戸当たり蚕種掃立枚数は1.93枚である。

49) 『明治16年第 l期第 2期地税徴収簿』新戒村戸長役場（銀持家蔵）。同史料

は6分冊中第 4分冊を欠く。このため『明治14年第 l期地租，村費，学校費
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徴収簿』新戒村・成塚村連合戸長役場により補う。

50) 丹羽邦夫「明治十年代における土地取引の地域的性格」（凋江英一・遠山

茂樹編『自由民権期の研究』第 4巻，有斐閣， 1959年） 209ページ，第28表

参照。

51) r新会村誌』 1923年， 15ページ。

52) 明治37年頃より半機足（バッタン）を用いて伊勢崎，足利等の賃織流行し，

中農以下の婦女子は殆どこれに従事したという（向上）。

53) 『明治13年金銀出入覚書』（正問家蔵）。

54) 明治18年3月30日「見状書（村岡嘉平）」埼玉県立文書館所蔵文書。

55) 『明治22年 6月諸用綴込』新会村役場所収。

56) 新戒村養蚕農民の r繭申告書』（明治20年）によると，およそ蚕種1枚当

たり収繭数（上繭） 1石 1斗 2チト繭 1石＝12貧換算すると， 13貧440目ー

になる。明治17年の埼玉県平均では，この収繭量（上繭）は約5斗2升であ

る。

57) 石井寛治「座繰製糸業の発展過程」（『社会経済史学』第28巻第6号，1963

年）。以下天原社に関しては同稿による。山間武麿「群馬の生糸」（地方史研

究協議会編『日本産業史大系』関東地方策，東京大学出版会， 1959年）。

58) 費用総額を算出すると，明治18年195円，同19年220円50銭，同20年601円

87銭 5座。

59) 石井完治『日本蚕糸業史分析』東京大学出版会， 1972年， 42ページ。

60) 明治15年2月12日「結社営業願（行正社）」埼玉県立文書館所蔵文書。

61) 『明治17年営業雑書人名取調簿』内ケ島村逮合戸長役場（i菜谷市役所蔵）。

62) 岡野菜が岡野喜作，また篠原某が篠原半平とすれば，何れも「糸繭卸売商」

である。

63) 前掲『明治16年新戒村春蚕掃立高毎戸取調表』新戒村戸長役場。

64) 『明治14年第 1期地租，村費，学校費取立簿』新戒村・成塚村連合戸長役

場（銀持家蔵）。

65) 前掲『明治11年地租金納壱人}Jlj取調帳下書』新戒村。

66) 前掲『明治16年第 1期 2期地税徴収簿』新戒村戸長役場。

67) 前掲『第14年第 1期地租，村費．学校費取立簿』新戒村・成塚村連合戸長

役場。

68) 『明治15年第 1期第 2期地租金取立簿』高島村戸長役場（深谷市役所蔵）。

69) 明治15年設立の行正社は，明治16年の「管内諸会祉一覧表」にその存在を
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確認できるが，明治17年以降の『埼玉県統計書』中の「商業諸会社」にその

名を記していないことから同年中に解散したとみてよいであろう。

70) 明治13年7月6日「糸繭商結社願（倫明社）」埼玉県立文書館所蔵文書。

71) 倫明社員の明戸村民5名の内，韮塚直衛一富岡製糸場長・尾高惇忠を助け

て富岡製糸場の倉IJ立に努力した韮塚直次郎の子息ーは，明治33年8月に岡村

に大里製糸合名会社を設立する。

72) 前掲『明治15年第 I期第 2期地租金取立簿』高島村戸長役場。

73) 『明治18年最上農名簿』（埼玉県行政文書明546）。

74) 倫明社は，明治18年6月に糸繭商結社継続願を埼玉県令吉田清英に提出し

ており，また明治20年 r埼玉県統計書』の「商業諸会社」中に同社の記載を

みることができる。

75) r地方蚕業一斑』 1,208ページ。

76) 前掲石井寛治「~繰製糸業の発展過程」 38ページ・注 9 ）。

77) 前掲 r埼玉県蚕糸業史』 315ページ。

78) 明治13年6月7日「結社営業願（競精念社）」埼玉県立文書館所蔵文書。

糸繭商結社＝競精会社は近村宿根村に開設された。

79) 永瀬順弘「日本「産業革命期」の繭市場について」（r経済と経済学』第28

号， 1970年） 107ページ。

80) r横浜市史』第 4巻上，横浜市， 1965年， 98ページ。

81) 『平野村誌』下巻，平野村役場， 1932年， 454-456ページ。

82) 前掲 r深谷市史』追補篇， 189ページ。

83) 前掲丹羽健蔵「利根川水運と江戸地廻り経済の展開」 26, 35-36ページ。

84) 生繭購入者を飯島・久保田両名併記しており，共同購入の可能性がある。

85) 飯島忠太郎は高漆精蚕会社員でもある。

86) 前橋商人が江原家＝天原社であるかどうかは明らかではないが．天原祉の

高島村を拠点とする繭仕入は明治38年まで続く。

87) 長野県諏訪郡製糸家の中でも，有力製糸家は，明治30年に独自の常設買入

場を建て，倉庫・乾燥場を設けて繭問屋を排除していく。

88) 以上の研究については，前掲宮崎俊弥「蚕種輸出の盛衰と島村勧業会社」，

拙稿「松方デフレ期一企業勃興期における営業者の動向」（r専修大学社会科

学研究所月報』 394号， 1996年九上山和維「直輸出荷主の論理」（横浜近代

史研究会編『横浜近代経済史研究』横浜開港資料館， 1988年，など僅かに散

見する。

<1993年11月30日成稿・加筆〉
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〔付記〕

史料閲覧に際して，故正田善衛氏，銀持雄一氏に大変お世話になった。

埼玉県立文書館の職員の方々にもご協力いただいた。記して上記各位に

感謝の意を表させていただ、きたい。この小論文は，古島敏雄監修神立春

樹・深井純一・中島正道編 r産業・地域・生活の再編成一日本近代経済

史の視点一』シリーズ近代経済社会の歴史的展開，第 1巻日本産業・地

域・生活編に所収の予定であったが，古島敏雄先生が急逝されたため刊

行中止となり，急逮『社会科学年報』（第31号）に収録することになっ

た次第である。
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